
地方税法 地方税法

第 294 条 第 294 条 軽　　減 軽　　減

第 1 項 第 1 項

第 1 号 第 2 号 し た 者 の　　額

に 該 当 に 該 当

す る 者 す る 者 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

（人） （人） （人） 　  （人） （千円）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人）　  （人） （人）

市　計 579,744 6 579,750 3,459 2,298 185 90 1,646 174 1,235 468 4,655 280 26,757 35,490

町　計 54,517 0 54,517 0 0 21 3 170 17 125 35 424 15 2,097 2,907

県　計 634,261 6 634,267 3,459 2,298 206 93 1,816 191 1,360 503 5,079 295 28,854 38,397

市町民税 固定資産

所 得 割 納　　税 うち、 納　　税 うち、 税 納 税

の 納 税 連結申告 連結申告 義務者数

義務者数 義務者数 法 人 分 者　　数 法 人 分

（人） （人） （人） （人） （人） （人）

市　計 522,253 35,209 882 13,957 544 506,039

町　計 47,209 2,850 51 1,223 35 66,203

県　計 569,462 38,059 933 15,180 579 572,242

区　分

令和５年度市町民税等の納税義務者等に関する調

法　　　　　　　　　　　　　　　　　人
地方税法第311条の
規定による軽減

区　分

法 人 税 割

法　　　人　　　均　　　等　　　割　　　納　　　税　　　義　　　務　　　者　　　数

計

計

個　　人　　均　　等　　割

納　税　義　務　者　数 資本金等の
金額が 50億
円を超える
法人で、従
業者数の合
計数が 50人
を超えるも
の

資本金等の
金額が 10億
円を超え50
億円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

資本金等の
金額が 10億
円を超える
法人で、従
業者数の合
計数が 50人
以下である
もの

資本金等の
金額が１千
万円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

(A)～ (H)の
法人以外の
法人をいう
もの

資本金等の
金額が１億
円を超え10
億円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

資本金等の
金額が１億
円を超え10
億円以下で
あ る 法 人
で、従業者
数の合計数
が50人以下
であるもの

資本金等の
金額が１千
万円を超え
１億円以下
である法人
で、従業者
数の合計数
が50人を超
えるもの

資本金等の
金額が１千
万円を超え
１億円以下
である法人
で、従業者
数の合計数
が50人以下
であるもの


